
医療技術の進歩等により、近年、平均入院日数 

は短期化する傾向にありますが、「入院前後」での

通院・投薬・在宅療養などの治療が多様化してお

り、入院日数は短期間でも自己負担額が高額とな

るケースがあります。 

このような環境変化によるニーズにお応えし

て、病気やケガによる入院にまとまった一時金で

備える ことができる「入院一時金制度」を労働組

合独自で導入しています。 

制度内容は以下の通りです。 

【入院一時金制度の内容】 

●対象者：組合員 

●給付金：組合一般会計からの支出となります 

●開始日：２０２５年２月１日より 

●給付内容 入院一時金 ５０，０００円 

（一時金の支給対象は全労済の給付基準を参考とします） 

●申請方法：組合役員もしくは組合本部までご連絡くださ

い。 

伊藤製パン労働組合本部 電話 ０３－５６３７－９４４４ 

メールアドレス：ｉｂｕ＠ｍｘ７．ｍｅｓｈ．ｎｅ．ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤製パン労働組合 組合共済会 

給付の概要 

入院一時金給付 

不慮の事故による傷害または疾

病により１日以上入院した時 

【給付回数限度：通算２０回】 

 

※入院の原因にかかわらず、入

院一時金が給付された最終の入

院の退院日の翌日から１８０日

以内の入院については、継続す

る１回の入院とみなします。 


